
島根県入札監視委員会設置要綱新旧対照表

改 正 後 改 正 前

島根県入札監視委員会設置要綱

平成13年11月20日

島根県告示第856号

第１条 〔略〕 第１条 〔略〕

（委員会の事務） （委員会の事務）

第２条 〔略〕 第２条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

⑴ 県及び境港管理組合が発注した建設工事並びに建 ⑴ 県が発注した工事及び境港管理組合が発注した工

設工事に係る測量、建設コンサルタント、地質調査 事であって県内において施工された

及び補償コンサルタント業務（以下「工事等」とい

う。）であって、施工箇所又は業務対象箇所が県内

であるものに関し、入札・契約手続の運用状況等に ものに関し、入札・契約手続の運用状況等に

ついての報告を受けること。 ついての報告を受けること。

⑵ 前号の工事等のうち委員会が抽出指定したものに ⑵ 前号の工事 のうち委員会が抽出指定したものに

関し、一般競争入札に係る参加資格の設定の理由及 関し、一般競争入札に係る参加資格の設定の理由及

び経緯並びに指名競争入札に係る指名の理由及び経 び経緯並びに指名競争入札に係る指名の理由及び経

緯等についての審議を行い、意見の具申又は勧告を 緯等についての審議を行い、意見の具申又は勧告を

行うこと。 行うこと。

⑶ 次に掲げる事項に係る再苦情処理についての審議 ⑶ 次に掲げる事項に係る再苦情処理についての審議

及び報告を行うこと。 及び報告を行うこと。

ア 入札及び契約の過程並びに工事等成績評定 ア 入札及び契約の過程並びに工事成績評定

イ 指名停止又は警告若しくは注意の喚起 イ 指名停止又は警告若しくは注意の喚起

（委員会の委員及び任期等） （委員会の委員及び任期等）

第３条 〔略〕 第３条 委員は、公正中立の立場で客観的に入札及び契

約についての審査その他の事務を適切に行うことがで

きる学識経験等を有する者のうちから、知事が委嘱す

る。

２ 委員会は、委員６人以内で組織する。 ２ 委員会は、委員５人以内で組織する。

３～６ 〔略〕 ３～６ 〔略〕

第４条・第５条 〔略〕

（意見の具申又は勧告） （意見の具申又は勧告）

第６条委員会は、第２条第１号又は第２号の事務に関 第６条 委員会は、第２条第１号又は第２号の事務に関

し、報告の内容又は審査した対象工事等に係る理由 し、報告の内容又は審査した対象工事 に係る理由及

及び経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると び経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認め



認めたときは、必要な範囲で、知事に対して意見の たときは、必要な範囲で、知事に対して意見の具申又

具申又は勧告を行うことができる。 は勧告を行うことができる。

２ 〔略〕 ２ 〔略〕

第７条～第11条 〔略〕 第７条～第11条 〔略〕

附 則 〔略〕 附 則 〔略〕


